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令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベー

スアップ等支援加算の計画書については、例年２月末が提出期限となっているところ、
今年も諸改定があるため４月１５日が締め切り予定となる旨、厚生労働省から示されて
います。

厚生労働省から詳細な通知がきましたら速やかにお知らせいたしますので、内容を確
認して計画書を作成し、期限までに提出してください。
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